
４
養
殖
・
沿
岸
漁
業
の
発
展
に
資
す
る
海
面
利
用
制
度
の
見
直
し

（
１
）
養
殖
・
沿
岸
漁
業
に
係
る
制
度
の
考
え
方

〇
適
切
な
資
源
管
理
等
の
観
点
か
ら
、
漁
業
権
制
度
を
維
持

〇
養
殖
業
に
お
け
る
円
滑
な
規
模
拡
大
・
新
規
参
入
に
向
け
て
、
漁
業
権
付
与
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化
、
権
利
内
容
の

明
確
化
等
を
図
る

（
２
）
漁
場
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化

〇
漁
場
計
画
の
策
定
に
当
た
り
、
県
は
、
海
面
を
最
大
限
活
用
で
き
る
よ
う
留
意
。
可
能
な
場
合
は
、
新
区
画
の
設
定
も
積

極
的
に
推
進
。
沖
合
等
に
新
区
画
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
な
場
合
は
、
国
が
設
定
を
指
示
等

〇
県
は
、
策
定
に
当
た
り
、
新
規
参
入
希
望
者
等
か
ら
幅
広
く
要
望
聴
取

（
３
）
漁
業
権
の
内
容
の
明
確
化
等

〇
県
が
漁
業
権
を
付
与
す
る
際
の
優
先
順
位
の
法
定
制
は
廃
止

こ
れ
に
代
え
て
、
既
存
漁
業
者
が
水
域
を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
場
合
は
継
続
利
用
を
優
先
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は

地
域
の
水
産
業
の
発
展
に
資
す
る
か
ど
う
か
を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
法
定

〇
団
体
に
付
与
す
る
漁
業
権
に
係
る
内
部
調
整

(費
用
徴
収
含
む

) 
は
、
漁
業
権
行
使
規
則
に
基
づ
き
行
う
。
同
規
則
は
、

団
体
の
メ
ン
バ
ー
外
に
は
及
ば
な
い

〇
漁
業
権
者
は
、
各
種
報
告
を
行
う
と
と
も
に
、
水
域
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
な
い
場
合
は
、
改
善
指
導
･勧
告
等

（
４
）
公
的
な
漁
場
管
理
を
委
ね
る
制
度
の
創
設

〇
漁
場
管
理
を
県
の
責
務
と
し
、
県
が
こ
れ
を
漁
協
等
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設

〇
委
ね
ら
れ
た
者
は
、
県
の
認
可
を
受
け
た
漁
場
管
理
規
程
に
基
づ
き
実
施
。
費
用
の
使
途
・
積
算
根
拠
も
漁
場
管
理
規
程

に
明
示

（
５
）
養
殖
業
発
展
の
た
め
の
環
境
整
備

〇
国
は
、
戦
略
的
養
殖
品
目
を
設
定
し
た
上
、
総
合
戦
略
を
策
定

〇
適
地
拡
大
に
向
け
た
大
規
模
静
穏
水
域
の
確
保
や
漁
港
の
積
極
的
活
用
を
推
進

５
水
産
政
策
の
方
向
性
に
合
わ
せ
た
漁
協
制
度
の
見
直
し

漁
協
に
つ
い
て
、
水
産
政
策
の
改
革
の
方
向
性
に
合
わ
せ
て
見
直
し
。

水
産
政
策
の
改
革
に
つ
い
て
（
ポ
イ
ン
ト
）
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水
産
政
策
の
改
革
に
つ
い
て

（
別
紙
８
）

改
革
の
方
向
性

改
革
の
具
体
的
内
容

０
．
総
論

水
産
資
源
の
適
切
な
管
理
と
水
産
業
の
成
長
産
業
化

水
産
資
源
の
適
切
な
管
理
と
水
産
業
の
成
長
産
業
化
を
両
立
さ
せ
、
漁
業
者
の
所
得
向
上
と
年
齢
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

を
両
立
さ
せ
、
漁
業
者
の
所
得
向
上
と
年
齢
の
バ
ラ
た
漁
業
就
業
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
次
の
よ
う
な
改
革
を
行
う
こ
と
と
し
、
必
要
な
法
整
備
等
を
速
や
か
に

ン
ス
の
と
れ
た
漁
業
就
業
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
を
行
う
。

目
指
す

な
お
、
法
整
備
等
に
当
た
っ
て
は
、
水
産
業
は
我
が
国
領
海
・
排
他
的
経
済
水
域
を
保
全
す
る
上
で
も
重
要
な
機
能
を

果
た
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
国
境
監
視
機
能
を
始
め
と
す
る
機
能
を
適
正
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
も
十
分
留
意
す
る
も

の
と
す
る
。

１
．
漁
業
の
成
長
産
業
化
に
向
け
た
水
産
資
源
管
理

１
Ａ

１
新
た
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

漁
業
の
基
礎
は
水
産
資
源
で
あ
り
、
資
源
を
維
持
・

回
復
し
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
必
須
。

漁
業
の
成
長
産
業
化
の
た
め
に
は
、
基
礎
と
な
る
資
源
を
維
持
・
回
復
し
、
適
切
に
管
理
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。

資
源
管
理
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
み
て
遜
色
の
な

こ
の
た
め
、
資
源
管
理
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
み
て
遜
色
の
な
い
科
学
的
・
効
果
的
な
評
価
方
法
及
び
管
理
方
法
と

い
科
学
的
・
効
果
的
な
評
価
方
法
及
び
管
理
方
法
と

す
る
観
点
か
ら
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
。

す
る
。

ま
た
、
我
が
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
の
取
組
の
強
化
と
並
行
し
て
、
関
係
国
と
共
通
に
利
用
す
る
水
産
資
源
に
つ
い
て
は
、
二

国
間
協
定
・
地
域
漁
業
管
理
機
関
な
ど
国
際
的
な
枠
組
み
を
通
じ
て
資
源
管
理
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
取
締
体

・
資
源
調
査
を
抜
本
的
に
拡
充
し
、
国
際
水
準
の
資

制
を
強
化
す
る
。

源
評
価
を
実
施
す
る
。
そ
の
成
果
を
活
用
し
て
、

我
が
国
周
辺
水
域
の
適
切
な
資
源
管
理
の
た
め
の

①
国
際
水
準
の
資
源
評
価
・
資
源
管
理
を
行
う
前
提
と
し
て
、
資
源
評
価
対
象
魚
種
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
有

関
係
国
と
の
協
議
を
進
め
る
。

用
資
源
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
の
た
め
、
生
産
量
の
多
い
魚
種
・
資
源
悪
化
に
よ
り
早
急
な
対
応

が
必
要
な
魚
種
を
速
や
か
に
カ
バ
ー
し
た
上
で
、
都
道
府
県
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
魚
種
に
つ
い
て
も
、
順
次
対
象
に

・
主
要
資
源
に
つ
い
て
は
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
･
コ
ン
ト

追
加
す
る
。

ロ
ー
ル
を
基
本
に
、
イ
ン
プ
ッ
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー

ま
た
、
調
査
船
調
査
の
拡
充
、
情
報
収
集
体
制
の
強
化
な
ど
、
調
査
体
制
を
抜
本
的
に
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
人

ル
、
テ
ク
ニ
カ
ル
･
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
組
み
合
わ
せ

工
衛
星
情
報
や
漁
業
者
の
操
業
時
の
魚
群
探
知
情
報
な
ど
の
各
種
情
報
を
資
源
量
把
握
の
た
め
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
と

て
資
源
管
理
を
実
施
す
る
。

し
て
活
用
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
。

・
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
･
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
漁

②
資
源
管
理
目
標
の
設
定
方
式
を
、
再
生
産
を
安
定
さ
せ
る
最
低
限
の
資
源
水
準
を
ベ
ー
ス
と
す
る
方
式
か
ら
、
国

業
の
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
可
能
な
限
り
Ｉ
Ｑ
方

際
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
最
大
持
続
生
産
量
（
Ｍ
Ｓ
Ｙ
）
の
概
念
を
ベ
ー
ス
と
す
る
方
式
に
変
更
し
、
最
大
持

式
を
活
用
す
る
。

続
生
産
量
（
Ｍ
Ｓ
Ｙ
）
は
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
設
定
す
る
。

こ
の
た
め
、
国
全
体
と
し
て
の
資
源
管
理
指
針
を
定
め
る
こ
と
を
法
制
化
し
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
、
資
源
評
価

の
で
き
て
い
る
主
要
魚
種
に
つ
い
て
、
順
次
資
源
管
理
目
標
と
し
て
、
次
の
２
つ
の
基
準
を
設
定
す
る
。

ア
回
復
・
維
持
を
目
指
す
水
準
と
し
て
の
「
目
標
管
理
基
準
」
（
最
大
持
続
生
産
量
（
Ｍ
Ｓ
Ｙ
）
が
得
ら
れ
る
資

源
水
準
）

イ
乱
獲
を
防
止
す
る
た
め
に
資
源
管
理
を
強
化
す
る
水
準
と
し
て
の
「
限
界
管
理
基
準
」
（
こ
れ
を
下
回
っ
た
場

合
、
原
則
と
し
て
１
０
年
以
内
に
「
目
標
管
理
基
準
」
を
回
復
す
る
た
め
の
資
源
再
建
計
画
を
立
て
て
実
行
す
る
。
）

<
農

林
水

産
業

・
地

域
の

活
力

創
造

プ
ラ

ン
(
平

成
2
5
年

1
2
月

1
0
日

決
定

、
平

成
3
0
年

６
月

１
日

改
訂

)
別

紙
８

抜
粋

>
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

農
林

水
産

業
・

地
域

の
活

力
創

造
本

部
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③
「
目
標
管
理
基
準
」
の
維
持
・
段
階
的
回
復
を
旨
と
し
て
、
国
は
毎
年
度
の
漁
獲
可
能
量
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
）
を
設
定
す

る
。 Ｔ
Ａ
Ｃ
対
象
魚
種
は
、
漁
業
種
類
別
・
海
区
別
に
準
備
が
整
っ
た
も
の
か
ら
順
次
拡
大
し
、
早
期
に
漁
獲
量
ベ
ー

ス
で
８
割
を
Ｔ
Ａ
Ｃ
対
象
に
取
り
込
む
。

④
漁
業
許
可
の
対
象
漁
業
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
対
象
と
し
た
魚
種
の
全
て
に
つ
い
て
、
準
備
が
整
っ
た
も
の
か
ら

順
次
、
個
別
割
当
（
Ｉ
Ｑ
）
を
導
入
す
る
。

Ｉ
Ｑ
の
導
入
に
当
た
っ
て
の
割
当
て
は
、
国
が
、
漁
業
許
可
を
受
け
た
者
を
対
象
に
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
等
も
考

慮
し
て
、
漁
船
別
に
、
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
占
め
る
Ｉ
Ｑ
の
割
合
（
％
）
を
割
当
て
す
る
方
式
と
す
る
（
Ｉ
Ｑ
の
数
量
は
、
毎

年
度
、
そ
の
年
度
の
Ｔ
Ａ
Ｃ
に
基
づ
い
て
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
）

資
源
管
理
に
対
応
し
つ
つ
規
模
拡
大
や
新
規
参
入
を
促
す
た
め
、
漁
船
の
譲
渡
等
と
併
せ
た
Ｉ
Ｑ
の
割
合
の
移
転

を
可
能
と
す
る
。

⑤
Ｉ
Ｑ
の
円
滑
な
導
入
及
び
資
源
の
合
理
的
な
活
用
を
図
る
た
め
、
Ｉ
Ｑ
の
割
当
て
を
受
け
た
漁
業
者
相
互
間
で
、

国
の
許
可
の
下
に
、
特
定
魚
種
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｑ
数
量
を
年
度
内
に
限
っ
て
融
通
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

⑥
ま
た
、
Ｉ
Ｑ
だ
け
で
は
、
資
源
管
理
の
実
効
性
が
十
分
確
保
で
き
な
い
場
合
は
、
操
業
期
間
や
体
長
制
限
等
の
資

源
管
理
措
置
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
。

⑦
Ｔ
Ａ
Ｃ
対
象
魚
種
全
て
に
つ
い
て
、
水
揚
げ
後
の
速
や
か
な
漁
獲
量
報
告
を
義
務
付
け
る
。
そ
の
際
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等

を
最
大
限
活
用
し
、
迅
速
に
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。

逐
次
漁
獲
量
を
集
計
し
、
資
源
管
理
上
必
要
な
場
合
に
は
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
採
捕
停
止
な
ど
各
種
措
置
命

令
を
発
出
す
る
。

⑧
Ｉ
Ｑ
超
過
に
つ
い
て
は
、
罰
則
・
Ｉ
Ｑ
割
当
の
削
減
等
の
抑
止
効
果
の
高
い
ペ
ナ
ル
テ
ィ
措
置
を
講
ず
る
。

⑨
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
資
源
管
理
等
を
行
う
た
め
、
委
員
の
選
出
方
法
を
見
直
す
と
と
も

に
、
資
源
管
理
や
漁
業
経
営
に
精
通
し
た
有
識
者
・
漁
業
者
を
中
心
と
す
る
柔
軟
な
委
員
構
成
と
す
る
。

⑩
新
た
な
資
源
管
理
措
置
へ
の
移
行
に
伴
い
、
減
船
や
休
漁
措
置
な
ど
が
必
要
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
円
滑
な
移
行
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
な
支
援
を
行
う
。

⑪
新
た
な
資
源
管
理
措
置
の
下
で
、
適
切
な
資
源
管
理
等
に
取
り
組
む
漁
業
者
の
経
営
安
定
を
図
る
た
め
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
漁
業
収
入
安
定
対
策
の
機
能
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
法
制
化
を
図
る
。
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１
Ｂ
栽
培
漁
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
上
効
果
の
あ
る

種
苗
生
産
・
放
流
・
育
成
管
理
等
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
の
一
環
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

も
の
を
見
極
め
た
上
で
重
点
化
す
る
。

て
、
以
下
の
と
お
り
、
効
果
の
あ
る
も
の
を
見
極
め
た
上
で
重
点
化
す
る
。

①
従
来
実
施
し
て
き
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
資
源
評
価
を
行
い
、
事
業
の
資
源
造
成
効
果
を
検
証
す
る
。

検
証
の
結
果
、
資
源
造
成
の
目
的
を
達
成
し
た
も
の
や
効
果
の
認
め
ら
れ
な
い
も
の
は
実
施
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

②
資
源
造
成
効
果
の
高
い
手
法
や
対
象
魚
種
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
事
業
を
実
施
す
る
が
、
そ
の
際
、
国
は
広
域
魚

種
を
対
象
と
し
て
必
要
な
技
術
開
発
・
実
証
を
行
う
な
ど
、
都
道
府
県
と
適
切
に
役
割
を
分
担
す
る
。

ま
た
、
広
域
回
遊
魚
種
等
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
都
道
府
県
が
共
同
で
種
苗
放
流
等
を
実
施
す
る
取
組
を
促
進
す

る
。
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２
．
水
産
物
の
流
通
構
造

２
漁
業
者
の
所
得
向
上
に
資
す
る
流
通
構
造
の
改
革

世
界
の
水
産
物
需
要
が
高
ま
る
中
で
、
我
が
国
漁
業

世
界
の
水
産
物
需
要
が
高
ま
る
中
で
、
我
が
国
漁
業
の
成
長
産
業
化
を
図
る
に
は
、
輸
出
を
視
野
に
入
れ
て
、
品
質

の
成
長
産
業
化
を
図
る
に
は
、
輸
出
を
視
野
に
入
れ

面
・
コ
ス
ト
面
等
で
競
争
力
あ
る
流
通
構
造
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。

て
、
品
質
面
・
コ
ス
ト
面
等
で
競
争
力
あ
る
流
通
構

こ
の
た
め
、
以
下
の
と
お
り
、
流
通
改
革
を
進
め
る
。

造
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
。

①
水
産
物
流
通
に
つ
い
て
も
、
農
産
物
流
通
と
同
様
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
イ
ン
の
発
想
に
基
づ
き
、

品
質
・
衛
生
管
理
の
強
化
、
情
報
通
信
技
術
等
の
活

ア
物
流
の
効
率
化
（
加
工
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
低
コ
ス
ト
化
・
高
付
加
価
値
化
等
）

用
、
産
地
市
場
の
統
合
・
重
点
化
、
新
た
な
販
路
の

イ
情
報
通
信
技
術
等
の
活
用
（
取
引
の
電
子
化
、
Ａ
Ｉ
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
選
別
・
加
工
技
術
の
導
入
等
）

拡
大
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
充
実
な
ど
の
流
通
改

ウ
品
質
・
衛
生
管
理
の
強
化
（
新
た
な
鮮
度
保
持
技
術
の
導
入
、
水
産
加
工
施
設
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
対
応
等
）

革
を
進
め
る
。

エ
国
内
外
の
需
要
へ
の
対
応
（
輸
出
の
戦
略
的
拡
大
等
）

等
を
強
力
に
進
め
る
。

②
漁
業
者
の
所
得
向
上
に
資
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
た
水
産
物
の
供
給
を
進
め
る
た
め
、
産
地
市

場
の
統
合
・
重
点
化
を
推
進
し
、
こ
れ
と
の
関
係
で
、
漁
港
機
能
の
再
編
・
集
約
化
や
水
揚
漁
港
の
重
点
化
を
進
め

る
。
ま
た
、
消
費
地
に
も
産
地
サ
イ
ド
の
流
通
拠
点
の
確
保
等
を
進
め
る
。

③
資
源
管
理
の
徹
底
と
Ｉ
Ｕ
Ｕ
（
違
法
・
無
規
制
・
無
報
告
）
漁
業
の
撲
滅
を
図
り
、
ま
た
、
輸
出
を
促
進
す
る
等

の
観
点
か
ら
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
出
発
点
で
あ
る
漁
獲
証
明
に
係
る
法
制
度
の
整
備
を
進
め
、
必
要
度
の
高
い

も
の
か
ら
順
次
対
象
と
す
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
を
最
大
限
活
用
し
、
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
取
組
を
推
進
す
る
。

④
ま
た
、
漁
業
生
産
コ
ス
ト
の
引
下
げ
を
図
る
た
め
、
国
内
外
に
お
け
る
漁
業
生
産
資
材
の
供
給
の
状
況
に
関
す
る

調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
最
先
端
の
技
術
の
導
入
や
漁
船
・
漁
網
等
の
主
要
資
材
の
調
達
先
・
調
達
方
法
等
の
見
直

し
等
を
進
め
る
。
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３
．
漁
業
の
成
長
産
業
化
と
漁
業
者
の
所
得
向
上
に

向
け
た
担
い
手
の
確
保
や
投
資
の
充
実
の
た
め
の
環

境
整
備

３
Ａ

３
生
産
性
の
向
上
に
資
す
る
漁
業
許
可
制
度
の
見
直
し

遠
洋
・
沖
合
漁
業
に
つ
い
て
は
、
漁
船
の
大
型
化
等

に
よ
る
生
産
性
の
向
上
を
阻
害
せ
ず
、
国
際
競
争
力

適
切
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
と
関
連
し
て
、
沖
合
・
遠
洋
漁
業
の
生
産
性
の
向
上
・
国
際
競
争
力
の
強
化
に

の
強
化
に
繋
が
る
漁
業
許
可
制
度
と
す
る
。

つ
な
が
る
よ
う
、
漁
業
許
可
制
度
を
以
下
の
と
お
り
見
直
す
。

・
資
源
管
理
方
法
の
変
更
と
関
連
し
て
、
Ｉ
Ｑ
が
割

①
Ｔ
Ａ
Ｃ
対
象
魚
種
な
ど
主
要
資
源
の
管
理
を
適
切
に
進
め
て
い
く
観
点
か
ら
、
現
行
の
漁
業
許
可
の
４
区
分
を
大

り
当
て
ら
れ
て
い
る
漁
船
に
つ
い
て
は
、
ト
ン
数

臣
許
可
漁
業
と
知
事
許
可
漁
業
の
２
区
分
に
整
理
す
る
。

制
限
等
の
イ
ン
プ
ッ
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
等
に
関

こ
れ
に
併
せ
て
、
試
験
開
発
操
業
の
一
層
の
活
用
等
に
よ
り
、
新
た
な
漁
法
等
の
積
極
的
な
導
入
を
促
す
。

す
る
規
制
を
見
直
す
。

②
Ｉ
Ｑ
の
導
入
な
ど
条
件
の
整
っ
た
漁
業
種
類
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
等
に
関
す
る
規
制
を

・
漁
業
許
可
を
受
け
た
者
に
は
、
資
源
管
理
の
状
況

抜
本
的
に
見
直
し
、
ト
ン
数
制
限
な
ど
漁
船
の
大
型
化
を
阻
害
す
る
規
制
を
撤
廃
す
る
。

・
生
産
デ
ー
タ
等
の
報
告
を
義
務
付
け
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｑ
だ
け
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
資
源
管
理
上
の
規
制
（
操
業
区
域
、
操
業
期
間
、
体
長
制
限
な
ど
）
は
、

必
要
に
応
じ
活
用
す
る
。

・
漁
業
許
可
に
つ
い
て
は
、
資
源
管
理
を
適
切
に
行

い
、
か
つ
生
産
性
の
高
い
者
の
更
新
を
前
提
と
し

③
漁
船
の
譲
渡
等
に
際
し
て
は
、
承
継
者
に
許
可
を
行
い
、
同
時
に
Ｉ
Ｑ
も
移
転
す
る
こ
と
と
す
る
。

つ
つ
、
新
規
参
入
が
進
み
や
す
い
仕
組
み
を
検
討

す
る
。

④
漁
業
許
可
を
受
け
た
者
に
は
、
資
源
管
理
の
状
況
・
生
産
デ
ー
タ
等
の
報
告
を
義
務
付
け
る
。

⑤
資
源
管
理
を
適
切
に
行
い
、
か
つ
生
産
性
の
高
い
漁
業
者
が
遠
洋
・
沖
合
漁
業
を
担
う
漁
業
構
造
に
し
て
い
く
た

め
、
資
源
管
理
を
適
切
に
行
わ
な
い
漁
業
者
・
生
産
性
が
著
し
く
低
い
漁
業
者
に
対
し
て
は
、
改
善
勧
告
・
許
可
の

取
消
し
を
行
う
。

⑥
大
臣
許
可
漁
業
に
関
し
、
許
可
を
受
け
た
漁
業
者
の
廃
業
な
ど
の
場
合
に
、
随
時
、
新
規
許
可
（
そ
れ
ぞ
れ
期
限

を
設
定
）
を
行
う
制
度
と
し
、
一
斉
更
新
制
度
（
一
定
の
時
期
に
全
て
の
許
可
の
期
限
を
終
了
さ
せ
、
新
た
に
許
可

を
出
す
制
度
）
は
廃
止
す
る
。

⑦
漁
獲
報
告
の
迅
速
化
・
報
告
内
容
の
正
確
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
漁
獲
報
告
の
電
子
化
・
Ｖ
Ｍ
Ｓ
の
備
付
け
の

義
務
化
を
行
う
。

⑧
こ
れ
ら
と
併
せ
て
、
安
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
漁
船
に
関
す
る
制
度
な
ど
に
つ
い
て
も
、
沖
合
・
遠
洋
漁
業
の
生

産
性
の
向
上
・
国
際
競
争
力
の
強
化
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
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３
Ｂ

４
養
殖
・
沿
岸
漁
業
の
発
展
に
資
す
る
海
面
利
用
制
度
の
見
直
し

養
殖
・
沿
岸
漁
業
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
水
域
を
有

効
か
つ
効
率
的
に
活
用
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
。

養
殖
・
沿
岸
漁
業
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
水
域
を
有
効
か
つ
効
率
的
に
活
用
で
き
る
仕
組
み
と
す
る
た
め
、
沿
岸
に

お
け
る
海
面
利
用
に
係
る
制
度
を
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
。

特
に
、
養
殖
に
つ
い
て
は
、
国
際
競
争
力
に
つ
な
が

る
新
技
術
の
導
入
や
投
資
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
（
１
）
養
殖
・
沿
岸
漁
業
に
係
る
制
度
の
考
え
方

留
意
し
て
検
討
す
る

①
養
殖
･
沿
岸
漁
業
は
限
定
さ
れ
た
水
域
（
漁
場
）
を
活
用
し
て
営
む
漁
業
で
あ
る
た
め
、
資
源
管
理
を
適
切
に
行

・
都
道
府
県
の
漁
場
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い

い
、
漁
業
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
観
点
か
ら
、
今
後
と
も
漁
業
権
制
度
を
維
持
す
る
。

て
、
参
入
希
望
者
を
は
じ
め
関
係
者
の
意
見
を
幅

広
く
聴
取
す
る
な
ど
透
明
化
す
る
。

②
そ
の
際
、
漁
業
の
成
長
産
業
化
に
と
っ
て
重
要
な
養
殖
業
の
規
模
拡
大
や
新
規
参
入
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

す
る
観
点
か
ら
、
漁
業
権
付
与
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
透
明
化
す
る
と
と
も
に
、
漁
業
権
の
権
利
内
容
の
明
確
化
等
を

・
漁
業
権
の
利
用
状
況
、
資
源
管
理
の
状
況
、
生
産

図
る
。

デ
ー
タ
の
報
告
等
、
漁
業
権
免
許
を
受
け
た
者
が

果
た
す
べ
き
責
務
を
明
確
化
す
る
。

③
こ
れ
に
加
え
て
、
都
道
府
県
が
沿
岸
漁
場
管
理
の
業
務
を
漁
協
等
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

・
水
域
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
る
者
が
漁
（
２
）
漁
場
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
化

場
利
用
を
継
続
で
き
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
有
効

活
用
さ
れ
て
い
な
い
水
域
に
つ
い
て
、
新
規
参
入

①
都
道
府
県
の
漁
場
計
画
は
漁
業
権
付
与
の
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
都
道
府
県
は
、
従
来
と
同
様
、
原
則
と
し

が
進
み
や
す
い
仕
組
み
を
検
討
す
る
。

て
５
年
ま
た
は
１
０
年
ご
と
に
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
海
区
ご
と
に
漁
業
権
（
定
置
漁
業
権
、

区
画
漁
業
権
、
共
同
漁
業
権
の
３
種
類
）
の
区
域
等
を
盛
り
込
ん
だ
「
漁
場
計
画
」
を
策
定
し
、
公
表
す
る
。

・
沿
岸
漁
場
の
管
理
は
、
都
道
府
県
の
責
務
と
し
た

ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
随
時
改
定
を
行
う
。

上
で
、
都
道
府
県
が
漁
協
等
に
委
ね
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
と
し
、
そ
の
際
の
ル
ー
ル
を
明
確
化

②
漁
場
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
、
都
道
府
県
は
、
当
該
海
区
の
資
源
管
理
を
適
切
に
行
い
つ
つ
、
当
該
海
区
の
海

す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

面
を
最
大
限
に
活
用
で
き
る
よ
う
留
意
す
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
可
能
な
場
合
は
、
養
殖
の
た
め
の
新
区
画
の
設
定
も
積
極
的
に
推
進
す
る
。

③
ま
た
、
沖
合
等
に
養
殖
の
た
め
の
新
た
な
区
画
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
国
が
都
道
府

県
に
指
示
等
を
行
う
。

④
都
道
府
県
は
、
漁
場
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
、
新
規
参
入
希
望
者
を
始
め
関
係
者
の
要
望
を
幅
広
く
聴
取
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
要
望
に
関
す
る
検
討
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
と
し
、
こ
う
し
た
手
続
を
法
定
す
る
。

（
３
）
漁
業
権
の
内
容
の
明
確
化
等

①
漁
業
権
の
種
類
は
、
従
来
同
様
、
定
置
漁
業
権
、
区
画
漁
業
権
、
共
同
漁
業
権
と
す
る
。

②
定
置
漁
業
権
及
び
区
画
漁
業
権
は
、
個
別
漁
業
者
に
対
し
て
付
与
す
る
。

区
画
漁
業
権
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
画
を
利
用
す
る
多
数
の
個
別
漁
業
者
が
、
そ
の
個
別
漁
業
者
で
構
成
す
る
団

体
に
付
与
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
場
合
に
は
、
漁
業
者
団
体
（
漁
協
）
に
付
与
す
る
。
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③
共
同
漁
業
権
は
、
一
定
の
水
面
を
共
同
で
利
用
す
る
多
数
の
漁
業
者
で
構
成
す
る
漁
業
者
団
体
（
漁
協
）
に
付
与

す
る
。

④
個
別
漁
業
者
に
付
与
す
る
漁
業
権
（
個
別
漁
業
権
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
漁
業
者
の
経
営
展
開
等
に
必
要
な
範
囲

で
、
都
道
府
県
の
関
与
の
下
で
、
抵
当
権
の
設
定
等
を
可
能
と
す
る
（
貸
付
け
は
禁
止
）
。

⑤
漁
業
者
団
体
に
付
与
す
る
漁
業
権
（
団
体
漁
業
権
）
に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
団
体
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
個
別

漁
業
者
間
の
漁
場
利
用
に
係
る
内
部
調
整
（
費
用
の
徴
収
等
を
含
む
。
）
を
漁
業
権
行
使
規
則
に
基
づ
い
て
行
う
。

漁
業
権
行
使
規
則
は
、
メ
ン
バ
ー
外
に
は
及
ば
な
い
。

⑥
団
体
漁
業
権
に
関
係
す
る
個
別
漁
業
者
が
当
該
団
体
の
構
成
員
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
団
体
漁
業
権
に

関
係
す
る
地
区
の
漁
業
者
か
ら
な
る
地
区
部
会
を
常
設
し
て
、
当
該
地
区
部
会
に
よ
り
漁
業
権
行
使
規
則
の
制
定
・

運
用
を
行
う
。

⑦
団
体
漁
業
権
を
付
与
さ
れ
た
漁
業
者
団
体
は
、
定
期
的
に
、
当
該
団
体
漁
業
権
に
関
係
す
る
漁
業
の
生
産
力
の
維

持
発
展
に
向
け
た
計
画
（
協
業
化
、
法
人
化
等
）
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑧
都
道
府
県
が
漁
業
権
を
付
与
す
る
際
の
優
先
順
位
の
法
定
制
は
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
え
て
、
都
道
府
県
が
付
与
す

る
際
の
考
慮
事
項
と
し
て
次
の
事
項
を
法
定
す
る
。

ア
既
存
の
漁
業
権
者
が
水
域
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
継
続
利
用
を
優
先
す
る
。

イ
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
地
域
の
水
産
業
の
発
展
に
資
す
る
か
ど
う
か
を
総
合
的
に
判
断
す
る
。

⑨
漁
業
権
者
は
、
漁
業
権
の
活
用
状
況
、
資
源
管
理
の
状
況
、
生
産
デ
ー
タ
等
を
都
道
府
県
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
、

既
存
の
漁
業
権
者
が
水
域
を
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
都
道
府
県
は
、
改
善
指
導
・
勧
告
・

漁
業
権
の
取
消
し
を
行
う
。

（
４
）
公
的
な
漁
場
管
理
を
委
ね
る
制
度
の
創
設

①
沿
岸
水
域
の
良
好
な
漁
場
の
維
持
と
漁
業
生
産
力
の
維
持
・
向
上
の
た
め
の
漁
場
管
理
を
都
道
府
県
の
責
務
と
し

て
法
定
し
た
上
で
、
漁
場
管
理
の
業
務
を
適
切
な
管
理
能
力
の
あ
る
漁
協
等
に
ル
ー
ル
を
定
め
て
委
ね
る
こ
と
が
で

き
る
制
度
を
創
設
す
る
。

②
漁
場
管
理
の
業
務
を
委
ね
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
ル
ー
ル
の
範
囲
内
で
、
業
務
の
実
施
方
法
等
を
定
め
た
漁
場
管
理

規
程
を
策
定
し
、
都
道
府
県
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と
し
、
業
務
の
実
施
状
況
を
都
道
府
県
に
報
告
す
る
。

業
務
に
関
し
漁
協
等
の
メ
ン
バ
ー
以
外
か
ら
費
用
を
徴
収
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
漁
場
管
理
規
程
の
中
で
、

そ
の
使
途
・
負
担
の
積
算
根
拠
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
毎
年
度
そ
の
使
途
に
関
す
る
収
支
状
況
を
公
表
す

る
。
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（
５
）
養
殖
業
発
展
の
た
め
の
環
境
整
備

①
国
は
、
国
内
外
の
需
要
を
見
据
え
て
戦
略
的
養
殖
品
目
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
生
産
か
ら
販
売
・
輸
出
に
至
る

総
合
戦
略
を
立
て
た
上
で
、
養
殖
業
の
振
興
に
本
格
的
に
取
り
組
む
。

②
技
術
開
発
に
つ
い
て
は
、
魚
類
養
殖
経
営
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
と
な
る
優
良
種
苗
・
低
コ
ス
ト
飼
料
等
に
関
す
る
技

術
開
発
・
供
給
体
制
の
整
備
を
強
化
す
る
。

③
国
際
競
争
力
の
あ
る
養
殖
を
育
成
す
る
た
め
、
実
証
試
験
等
の
支
援
を
拡
充
す
る
。

④
静
穏
水
域
が
少
な
い
日
本
に
お
い
て
養
殖
適
地
を
拡
大
す
る
た
め
、
大
規
模
静
穏
水
域
の
確
保
に
必
要
な
事
業
を

重
点
的
に
実
施
す
る
。

ま
た
、
養
殖
場
と
し
て
、
漁
港
（
水
域
及
び
陸
域
）
の
有
効
活
用
を
積
極
的
に
進
め
る
。

⑤
拡
大
す
る
国
際
市
場
を
見
据
え
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
対
応
型
施
設
の
整
備
や
輸
出
先
国
に
使
用
が
認
め
ら
れ
た
薬
剤
数

の
増
加
な
ど
、
輸
出
を
促
進
す
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
。

３
Ｃ

５
水
産
政
策
の
改
革
の
方
向
性
に
合
わ
せ
た
漁
協
制
度
の
見
直
し

漁
協
に
つ
い
て
は
、
農
協
と
は
法
制
上
も
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
水
産
政
策
の
改

漁
協
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
漁
協
が
果
た
し
て
き
た
役
割
・
機
能
を
評
価
し
つ
つ
、
上
記
の
水
産
政
策
の
改
革
の

革
の
方
向
性
に
合
わ
せ
て
必
要
な
見
直
し
を
検
討
す

方
向
性
に
合
わ
せ
て
、
以
下
の
と
お
り
見
直
す
。

る
。

（
１
）
団
体
漁
業
権
の
主
体
や
漁
場
管
理
の
実
施
者
と
し
て
の
位
置
付
け

①
漁
協
の
事
業
と
し
て
、
４
（
４
）
の
漁
場
管
理
業
務
を
行
え
る
こ
と
を
法
定
す
る
。

②
団
体
漁
業
権
や
漁
場
管
理
に
係
る
業
務
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
漁
業
者
等
か
ら
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
漁
業
権

行
使
規
則
、
漁
場
管
理
規
程
を
定
め
、
都
道
府
県
の
認
可
を
受
け
る
こ
と
と
す
る
。

③
漁
場
管
理
業
務
に
関
し
、
漁
協
の
メ
ン
バ
ー
以
外
か
ら
費
用
を
徴
収
す
る
場
合
は
、
そ
の
使
途
に
関
す
る
収
支
状

況
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

④
団
体
漁
業
権
に
関
係
す
る
個
別
漁
業
者
が
漁
協
の
構
成
員
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
団
体
漁
業
権
に
関
係

す
る
地
区
の
漁
業
者
か
ら
な
る
地
区
部
会
を
常
設
し
、
そ
こ
で
漁
業
権
行
使
規
則
な
ど
を
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

⑤
全
漁
連
は
、
漁
協
に
お
け
る
団
体
漁
業
権
や
漁
場
管
理
に
係
る
業
務
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
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（
２
）
漁
協
の
組
織
・
事
業
体
制
の
強
化

①
漁
協
の
目
的
と
し
て
、
漁
業
者
の
所
得
向
上
を
法
律
に
明
記
す
る
。

②
役
員
に
販
売
の
プ
ロ
等
を
入
れ
る
こ
と
を
法
律
に
明
記
す
る
。

③
信
用
事
業
を
行
う
信
漁
連
等
に
対
し
て
、
全
漁
連
監
査
に
代
え
て
、
公
認
会
計
士
監
査
を
導
入
す
る
。

④
漁
業
生
産
組
合
の
株
式
会
社
へ
の
組
織
変
更
を
可
能
と
す
る
仕
組
み
を
導
入
す
る
。

⑤
産
地
市
場
の
統
合
な
ど
、
販
売
力
の
強
化
を
進
め
る
上
で
必
要
な
場
合
に
は
、
漁
協
の
広
域
合
併
を
促
進
す
る
。

６
漁
村
の
活
性
化
と
国
境
監
視
機
能
を
始
め
と
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮

以
上
の
よ
う
な
漁
村
全
体
の
収
入
が
確
保
さ
れ
る
取
組
を
通
じ
て
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
国
境
監
視
、

自
然
環
境
の
保
全
、
海
難
救
助
に
よ
る
国
民
の
生
命
・
財
産
の
保
全
等
の
漁
業
・
漁
村
の
持
つ
多
面
的
な
機
能
が
発
揮

さ
れ
る
よ
う
、
国
民
の
理
解
増
進
を
図
り
つ
つ
、
効
果
的
な
取
組
を
推
進
す
る
。
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３．水産分野 

(1)規制改革の観点と重点事項 

我が国海水面の潜在力を最大限活かし、持続可能で国際競争力のある水産業を達成す

る観点から、(2)漁業の成長産業化に向けた水産資源管理の実現、(3)漁業者の所得向上

に資する流通構造の改革、(4)漁業の成長産業化と漁業者の所得向上に向けた担い手の

確保や投資の充実のための環境整備について、重点的に取り組む。 

 

(2)漁業の成長産業化に向けた水産資源管理の実現 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

1 
新たな資源管理システム

の構築 

以下の方針に即した新たな資源管理システ

ムを構築することとし、法改正を含めた措置

を速やかに講ずる。 

a 国際水準の資源評価・資源管理を行う前提

として、資源評価対象魚種については、原則

として有用資源全体をカバーすることを目

指す。このため、生産量の多い魚種や資源悪

化により早急な対応が必要な魚種を速やか

に評価対象とした上で、その他の有用な魚種

についても、順次対象に追加する。 

b 調査船調査の拡充、情報収集体制の強化な

ど、調査体制を抜本的に拡充するとともに、

人工衛星情報や漁業者の操業時の魚群探知

情報などの各種情報を資源量把握のための

ビッグデータとして活用する仕組みを整備

する。 

c 資源管理目標の設定方式を、再生産を安定

させる最低限の資源水準をベースとする方

式から、国際的なスタンダードである最大持

続 生 産 量 （ 以 下 「 Ｍ Ｓ Ｙ 」 （ Maximum 

Sustainable Yield）という。）の概念をベー

スとする方式に変更し、ＭＳＹは最新の科学

的知見に基づいて設定する。 

d 国全体としての資源管理指針を定めるこ

とを法制化する。この指針において、資源評

価のできている主要魚種ごとに、順次、回復

や維持を目指す資源水準としての「目標管理

基準」（ＭＳＹが得られる資源水準）と、乱

獲を防止するために資源管理を強化する水

準としての「限界管理基準」の二つの基準を

設ける。後者の基準を下回った場合には、原

則として10年以内に目標管理基準を回復す

るための資源再建計画を立てて実行する。 

e 目標管理基準を満たす資源水準の維持や

段階的回復を図るため、毎年度の漁獲可能量

（以下「ＴＡＣ」（Total Allowable Catch）

という。）を設定する。ＴＡＣ対象魚種は、

漁業種類別及び海区別に準備が整ったもの

から順次拡大し、早期に漁獲量ベースで８割

をＴＡＣの対象とする。 

f 漁業許可の対象漁業については、ＴＡＣ対

象とした魚種の全てについて、準備が整った

ものから順次、個別割当（以下「ＩＱ」

早期の関連法案提

出を含め、速やかに

措置 

農林水産省 

〈規制改革実施計画（平成 30 年６月 15 日閣議決定）抜粋〉 
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（Individual Quota）という。）を導入する。

ＩＱの導入に当たっての割当は、国が、漁業

許可を受けた者を対象に、これまでの実績等

も考慮して、漁船別に、ＴＡＣに占めるＩＱ

の割合（％）を割り当てる方式とし、ＩＱの

数量は、毎年度、その年度のＴＡＣに基づい

て確定するものとする。資源管理に対応しつ

つ規模拡大や新規参入を促すため、漁船の譲

渡等と併せたＩＱの割合の移転を可能とす

る。 

g ＩＱの円滑な導入及び資源の合理的な活

用を図るため、ＩＱの割当を受けた漁業者相

互間で、国の許可の下に、特定魚種について

のＩＱ数量を年度内に限って融通できるこ

ととする。 

h ＩＱだけでは資源管理の実効性を十分に

確保できない場合は、操業期間や体長制限等

の資源管理措置を適切に組み合わせる。 

i 上記の資源管理を着実に実施するため、 

・漁業者に対し、ＴＡＣ対象魚種の全てにつ

いて、水揚げ後の速やかな漁獲量報告を義務

付ける。その際、ＩＣＴ等を最大限活用し、

迅速に報告されるようにする。 

・逐次漁獲量を集計し、資源管理上必要な場

合には、適切なタイミングで採捕停止など各

種措置命令を発出する。 

・ＩＱの超過に対しては、罰則やＩＱ割当の

削減等の抑止効果の高いペナルティ措置を

講ずる。 

j 海区漁業調整委員会については、適切な資

源管理等を行うため、委員の選出方法を見直

すとともに、資源管理や漁業経営に精通した

有識者、漁業者を中心とする柔軟な委員構成

とする。 

k 新たな資源管理措置への円滑な移行を進

めるために、減船や休漁措置などに対する支

援を行う。 

l 新たな資源管理システムの下で、適切な資

源管理等に取り組む漁業者の経営安定を図

るためのセーフティネットとして、漁業収入

安定対策の機能強化を図るとともに、法制化

を図る。 

2 
栽培漁業の在り方の見直

し 

a 従来実施してきた栽培漁業に関する事業

については、資源造成効果を検証し、資源造

成の目的を達成したものや効果の認められ

ないものは実施しないこととする。 

b 資源造成効果が高い手法や対象魚種につ

いては、今後とも事業を実施するが、その際、

国は、広域魚種を対象として必要な技術開発

や実証を行うなど、都道府県と適切に役割を

分担する。また、広域回遊魚種等については、

複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施

する取組を促進する。 

平成31年度措置 農林水産省 
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(3)漁業者の所得向上に資する流通構造の改革 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

3 
漁業者の所得向上に資す

る流通構造の改革 

a マーケットインの発想に基づき、以下の取

組等を強力に進める。 

・物流の効率化（加工業者との連携による低

コスト化、高付加価値化等） 

・ ＩＣＴ等の活用（取引の電子化、ＡＩ・Ｉ

ＣＴを活用した選別・加工技術の導入等） 

・品質・衛生管理の強化（新たな鮮度保持技

術の導入、水産加工施設のＨＡＣＣＰ

（Hazard Analysis and Critical Control 

Point）対応等） 

・国内外の需要への対応（輸出の戦略的拡大

等） 

b 漁業者の所得向上に資するとともに、消費

者ニーズに応えた水産物の供給を進めるた

め、産地市場の統合・重点化を推進し、その

ために必要な漁港機能の再編や集約化、水揚

漁港の重点化を進める。また、消費地にも産

地サイドの流通拠点の確保等を進める。 

c 資 源 管理 の 徹 底、 Ｉ Ｕ Ｕ（ Illegal 

Unreported Unregulated：違法・無報告・無

規制）漁業の撲滅、輸出促進の観点から、ト

レーサビリティの出発点である漁獲証明に

係る法制度の整備を進め、必要度の高いもの

から順次対象とするとともに、ＩＣＴ等を最

大限活用したトレーサビリティの取組を推

進する。 

d 漁業生産コストの引下げを図るため、国内

外における漁業生産資材の供給状況に関す

る調査を行うとともに、最先端の技術の導入

や漁船、漁網等の主要資材の調達先、調達方

法等の見直し等を進める。 

早期の関連法案提

出を含め、速やかに

措置 

農林水産省 
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(4)漁業の成長産業化と漁業者の所得向上に向けた担い手の確保や投資の充実のための環

境整備 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

4 

生産性の向上に資す

る漁業許可制度等の

見直し 

a ＴＡＣ対象魚種など主要資源の管理を

適切に進めていく観点から、現行の漁業

許可の４区分を大臣許可漁業と知事許可

漁業の２区分に整理するとともに、試験

開発操業の一層の活用等により、新たな

漁法等の導入を促す。 

b ＩＱ導入等の条件が整った漁業種類に

ついては、インプット・コントロール等

に関する規制を抜本的に見直し、トン数

制限など漁船の大型化を阻害する規制を

撤廃する。なお、ＩＱだけではカバーで

きない資源管理上の規制（操業区域、操

業期間、体長制限など）は、必要に応じ

活用する。 

c 漁船の譲渡等に際しては、承継者に許

可を行い、同時にＩＱも移転することと

する。 

d 漁業許可を受けた者には、資源管理の

状況・生産データ等の報告を義務付ける。 

e 資源管理を適切に行い、かつ生産性の

高い漁業者が遠洋・沖合漁業を担う漁業

構造にしていくため、資源管理を適切に

行わない漁業者や生産性が著しく低い漁

業者に対しては、改善勧告、許可の取消

しを行う。 

f 大臣許可漁業に関し、許可を受けた漁

業者の廃業などの場合に、随時、新規許

可（それぞれ期限を設定）を行う制度と

し、一斉更新制度（一定の時期に全ての

許可の期限を終了させ、新たに許可を出

す制度）は廃止する。 

g 漁獲報告の迅速化と、報告内容の正確

性の向上を図るため、漁獲報告の電子化・

ＶＭＳ（Vessel Monitoring System）の

備付けを義務化する。 

h 海技士制度について、以下の検討を進

める。 

・船舶職員養成施設の入学要件の見直し

による早期受験資格の取得、e-ラーニン

グ教材の活用拡大などの免許取得方法の

多様化、科目合格の有効期間延長等受験

機会の拡大により、海技資格の取得を促

す環境を整備する。 

・近海（100海里以内）を操業する中規模

（総トン数20トン以上長さ24ｍ未満）の

漁船の機関に関する業務の内容につい

て、国土交通省と水産庁が協力して実態

を調査し、その結果及び今後の技術の進

展に係る調査の結果を踏まえて、安全運

航の確保を前提に、必要とされる海技資

格の在り方について検討する。 

a,b,c,d,e,f,g:

早期の関連法案

提出を含め、速や

かに措置 

h:平成30年度検

討開始、結論を得

次第速やかに実

施 

a,b,c,d,e,f,g:

農林水産省 

h:農林水産省 

国土交通省 
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No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

5 

養殖・沿岸漁業の発展

に資する海水面利用

制度の見直し 

a 養殖・沿岸漁業に係る制度については、

以下の考え方に基づき再構築する。 

・養殖・沿岸漁業は限定された水域（漁

場）を活用して営む漁業であるため、資

源管理を適切に行い、漁業をめぐるトラ

ブルを回避する観点から、今後とも漁業

権制度を維持する。 

・その際、漁業の成長産業化にとって重

要な養殖業の規模拡大や新規参入が円滑

に行われるようにする観点から、漁業権

付与のプロセスを透明化するとともに、

漁業権の権利内容の明確化等を図る。 

・加えて、都道府県が沿岸漁場の管理の

業務を漁協等に委ねることができる制度

を創設する。 

b 漁業権付与の前提となる漁場計画につ

いては、都道府県は、従来と同様、原則

として５年又は10年ごとに、海区漁業調

整委員会の意見を聴いて、海区ごとに漁

業権（定置漁業権、区画漁業権及び共同

漁業権の３種類）の区域等を盛り込んだ

「漁場計画」を策定し、公表する。また、

必要に応じ、随時改定を行う。 

c 漁場計画の策定に当たって、都道府県

は、当該海区の資源管理を適切に行いつ

つ、当該海区の海面を最大限に活用でき

るように留意し、可能な場合は、養殖の

ための新区画の設定を積極的に推進す

る。 

d 沖合等に養殖のための新たな区画を設

定することが適当と考えられる場合は、

国が都道府県に対し、新たな区画を設定

するよう指示等を行う。 

e 都道府県は、漁場計画の策定に当たっ

て、新規参入希望者を始め関係者の要望

を幅広く聴取するとともに、その要望に

関する検討結果を公表することとし、こ

うした手続を法定する。 

f 漁業権の種類は、従来と同様、定置漁

業権、区画漁業権、共同漁業権とする。 

g 定置漁業権及び区画漁業権は、個別漁

業者に対して付与する。区画漁業権につ

いては、当該区画を利用する多数の個別

漁業者が、その個別漁業者で構成する団

体に付与することを要望する場合には、

漁業者団体（漁協）に付与する。 

h  共同漁業権は、一定の水面を共同で利

用する多数の漁業者で構成する漁業者団

体（漁協）に付与する。 

i 個別漁業者に付与する漁業権（個別漁

業権）は、当該漁業者の経営展開等に必

要な範囲で、都道府県の関与の下で、抵

当権の設定等を可能とする。 

j 漁業者団体に付与する漁業権（団体漁

早期の関連法案

提出を含め、速や

かに措置 

農林水産省 
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業権）については、漁業者団体がそのメ

ンバーたる個別漁業者間の漁場利用に係

る内部調整（費用の徴収等を含む。）を

漁業権行使規則に基づいて行う。漁業権

行使規則はメンバー以外には及ばない。 

k 団体漁業権に関係する個別漁業者が当

該団体の構成員の一部である場合には、

当該団体漁業権に関係する地区の漁業者

からなる地区部会を当該団体の中に常設

し、当該地区部会が漁業権行使規則を制

定し運用する。 

l 団体漁業権を付与された漁業者団体

は、定期的に、当該団体漁業権に関係す

る漁業の生産力の維持発展に向け、協業

化、法人化等の方策を含めた計画を策定

するものとする。 

m 都道府県が漁業権を付与する際の優先

順位の法定制は廃止し、これに代えて、

都道府県が付与する際の考慮事項として

以下の事項を法定する。 

・既存の漁業権を受けた者（以下「漁業

権者」という。）が、水域を適切かつ有効

に活用している場合は、その継続利用を

優先する。 

・上記以外の場合は、地域の水産業の発

展に資すると総合的に判断される者に付

与する。 

n 漁業権者は、漁業権の活用状況、資源

管理の状況、生産データ等を都道府県に

報告する。都道府県は、既存の漁業権者

が水域を適切かつ有効に活用していない

場合には、改善指導、勧告、さらには漁

業権の取消しを行う。 

o 沿岸水域の良好な漁場の維持と漁業生

産力の維持・向上のための漁場管理を都

道府県の責務として法定する。その上で、

都道府県は、漁場管理の業務を適切な管

理能力のある漁協等にルールを定めて委

ねることができる制度を創設する。 

p 漁場管理の業務を委ねられた者は、そ

のルールの範囲内で、業務の実施方法等

を定めた漁場管理規程を策定し、都道府

県の認可を受けるものとし、業務の実施

状況を都道府県に報告する。業務に関し

漁協等のメンバー以外から費用を徴収す

る必要がある場合は、漁場管理規程には、

漁場管理に要する費用の使途、負担の積

算根拠を明示することとし、毎年度その

使途に関する収支状況を公表するものと

する。 

q 養殖業発展のための環境整備として、

以下の措置を講ずる。 

・国内外の需要を見据えて戦略的養殖品

目を設定するとともに、生産から販売、

輸出に至る総合戦略を立てた上で、養殖
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業の振興に本格的に取り組む。 

・技術開発については、魚類養殖経営の

ボトルネックとなる優良種苗・低コスト

飼料等に関する技術開発・供給体制の整

備を強化する。 

・国際競争力ある養殖を育成するため、

実証試験等の支援を拡充する。 

・静穏水域が少ない我が国において養殖

適地を拡大するため、大規模静穏水域の

確保に必要な事業を重点的に実施する。

また、養殖場として、漁港（水域及び陸

域）の有効活用を積極的に進める。 

・拡大する国際市場を見据え、ＨＡＣＣ

Ｐ対応型施設の整備や輸出先国に使用が

認められた薬剤数の増加など、輸出を促

進するための環境を整備する。 

 

No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

6 
魚類の防疫に関する

事項 

a 魚類の防疫に関する体系的な知識とそ

れを身に着けるための研修等の蓄積を基

礎に、養殖業の発展を担う民間の養殖業

関係者が魚類の防疫に関する知識を修得

できる環境を整備することとし、研修や

魚類防疫士資格の取得機会の民間への開

放を含めた必要な方策を検討し、結論を

得て、実行する。 

b 水産用ワクチンを始めとする魚病に関

わる薬剤の承認審査期間を更に短縮する

ため、承認審査手続の一層の効率化、海

外で承認されている薬剤に関し、海外で

の各種基礎データや利用実績等に関する

情報の活用等を通じた審査方法の簡素化

について検討し、具体的な期間短縮の目

標と実現のためのロードマップを関係府

省連携の上作成し、実行する。 

平成30年度検討・

結論、平成31年度

措置 

a:農林水産省 

b:内閣府 

厚生労働省 

農林水産省 
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No. 事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

7 

水産政策の方向性に

合わせた漁協制度の

見直し 

漁協については、これまで漁協が果たし

てきた役割・機能を評価しつつ、水産政

策の改革の方向性に合わせて、以下に掲

げる見直しを行う。 

a  漁協を、団体漁業権の主体や、漁場管

理の実施者という公的機能の担い手とし

て位置付けることとし、以下の点を法定

する。 

・漁協の事業として、(4) No.5o及びpの漁

場管理業務を行えることとする。 

・団体漁業権や漁場管理に係る業務に要

する費用の一部を漁業者等から徴収する

場合には、漁業権行使規則、漁場管理規

程を定め、都道府県の認可を受ける。 

・漁場管理業務に関し、漁協のメンバー

以外から費用を徴収する場合は、その使

途に関する収支状況を明確化するととも

に、情報開示を行うこととする。 

・団体漁業権に関係する個別漁業者が漁

協の構成員の一部である場合には、当該

団体漁業権に関係する地区の漁業者から

なる地区部会を漁協の中に常設し、そこ

で漁業権行使規則などを定められるよう

にする。 

・全国漁業協同組合連合会（以下「全漁

連」という。）は、漁協における団体漁業

権や漁場管理に係る業務の適正化を図る

ための事業を行うことができることとす

る。 

b 漁協の組織・事業体制を強化するため

に、以下の措置を講ずる。 

・漁協の目的として、漁業者の所得向上

を図ることを法律で明記する。 

・漁協の役員の中に販売のプロ等を入れ

ることを法律で明記する。 

・信用事業を行う信用漁業協同組合連合

会等に対して、全漁連による監査に代え

て、公認会計士監査を導入する。 

・漁業生産組合の株式会社への組織変更

を可能とする仕組みを導入する。 

・国は、産地市場の統合など、販売力の

強化を進める上で必要な場合には、漁協

の広域合併を促進する。 

早期の関連法案

提出を含め、速や

かに措置 

農林水産省 

 

 

24



関係法令抜粋 

（介護老人保健施設等に係る未利用国有地の貸付の対象施設の見直し） 

〇財政法（昭和二十二年法律第三十四号） 

第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外 、これを交換しその他支払手段

として使用し、又は 適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けては

ならない。 

２ （略） 

○国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）

（減額譲渡又は貸付）

第三条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共

団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は

貸し付けることができる。 

一 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 

イ （略）

ロ 社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業の用に供する施設（以下

「社会福祉事業施設」という。） 

ハ～ワ （略）

二、三 （略） 

四 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校

施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用

に供する施設の用に供するとき。 

２ 前項第四号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第五十九条 

の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福

祉法第五十八条第一項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保

護法第七十四条第一項、児童福祉法第五十六条の二第一項若しくは老人福祉

法第二十四条第二項の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法

人にあつては更生保護事業法第五十八条の規定により補助を行うことができ

る場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法（昭和二十七年法律第三百

五号）第三十九条第一項の規定により助成を行うことができる場合に限り、

前項の規定を適用する。 

重点番号24：介護老人保健施設等に係る未利用国有地の貸付の対象施設の見直し（財務省）

25

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/326AC0000000045_20170401_428AC0000000063#5
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/419AC0000000088_20161201_428AC0000000054
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/324AC0000000270_20160401_426AC0000000069#322
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/326AC0000000045_20170401_428AC0000000063#912
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/326AC0000000045_20170401_428AC0000000063#912
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000144_20170401_424AC0000000102#518
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/325AC0000000144_20170401_424AC0000000102#518
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/322AC0000000164_20170401_428AC0000000063#1286
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/338AC0000000133_20160401_426AC0000000083#234
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/338AC0000000133_20160401_426AC0000000083#234
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/419AC0000000088_20161201_428AC0000000054
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/419AC0000000088_20161201_428AC0000000054
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/407AC0000000086_20160618_425AC0000000049#389
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC1000000305_20150801_000000000000000
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC1000000305_20150801_000000000000000#173


○社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号） 

（定義） 

第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第

二種社会福祉事業をいう。 

２ 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 

 一～七 （略） 

３ 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。 

 一～三 （略） 

四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老

人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生

活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサー

ビスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援セ

ンターを経営する事業 

五～九 （略） 

十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法（平成九年法

律第百二十三号）に規定する介護老人保健施設を利用させる事業 

 十一～十三 （略） 

４ （略） 

 

 

○老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号） 

（定義） 

第五条の二 この法律において、「老人居宅生活支援事業」とは、老人居宅介

護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅

介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業

をいう。 

２～６ （略） 

７ この法律において、「複合型サービス福祉事業」とは、第十条の四第一項

第六号の措置に係る者又は 介護保険法 の規定による複合型サービス（訪問

介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規

模多機能型居宅介護（以下「訪問介護等」という。）を含むものに限る。）に

係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につ

き、同法 に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテー

ション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所

生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対

応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機

能型居宅介護を二種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのう

ち、当該訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護

者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組
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合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるものを供与する

事業をいう。 

 

○老人福祉法施行規則（昭和三十八年厚生省令第二十八号） 

（法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービス） 

第一条の六の二 法第五条の二第七項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪

問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス（介

護保険法施行規則第十七条の十二 に規定する看護小規模多機能型居宅介護を

いう。）のうち小規模多機能型居宅介護に係るものとする。 

 

 

 

（参考）看護小規模多機能型居宅介護 

 

○介護保険法（平成九年法律第百二十三号） 

第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リ

ハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者

生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事

業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。 

２～２２ （略） 

２３ この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪

問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理

指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療

養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密

着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を二種類

以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、訪問看護及び小規

模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供さ

れることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサー

ビスとして厚生労働省令で定めるものをいう。 

２４～２９ （略） 

 

○介護保険法施行規則 （平成十一年厚生省令第三十六号） 

（法第八条第二十三項の厚生労働省令で定めるサービス） 

第十七条の十二 法第八条第二十三項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪

問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス（以

下「看護小規模多機能型居宅介護」という。）とする。 
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